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介護保険制度改正関係   

] . 制度改革に伴 い 都道府県・市町村において 準備が 

必要な事項 

い ) 保険者事務等の 主要な変更点について 
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介護保険制度の 改正による市町村・ 都道府県の役割について 

0 現行制度 

主な市町村事務 

「．保険者の 資格管理に関する 事 

務 

(1) 被保険者の資格管理 

(2) 住所地特例の 管理 

2. 保険料徴収に 関する事務 

(1) 特別徴収 ( 年金からの天引 

き ) 

(2) 普通徴収 

(3) 保険料の賦課、 段階区分 

3, 要介護認定・ 要支援認定に 関 

する事務 

(l) 要介護認定・ 要支援認定事 

務 

(2) 介護認定審査会の 設置 

0  制度見直し後 

主な市町村事務 

「． 保険者の資格管理に 関する事務 

(1) 被保険者の資格管理 

(2) 住所地特例の 管理 

0  介護専用型特定施設 ( 入居定員が 3 0 人以上であ 

るもの ) 、 養護老人ホームに 入居等している 者の追 

加 

2. 保険料徴収に 関する事務 

(1) 特別徴収 ( 年金からの天引き ) 

0  遺族・障害年金を 特別徴収の対象に 追加 

0  特別徴収の開始時期の 複数化 ( 普通徴収からより 

迅速に特別徴収に 移行 ) 

(2) 普通徴収 

0  収納の私人 ( コンビ二等 ) 委託を可能とする 

0  生活保護の実施機関が 被保護者に代わり 保険料 

を直接、 市町村へ納付できることとする 

(3) 保険料の賦課、 段階区分 

0  現行第二段階の 細分化 

3. 要介護認定・ 要支援認定に 関する事務 

(1) 要介護認定，要支援認定事務 

0  新規の認定調査は 原則市町村が 実施 ( 市町村事務 

受託法人に委託も 可能 ) 

  米 市町村における 体制等を踏まえ 経過措置を置く 

  (2) 介護認定審査会の 設置 
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主な市町村事務 ( 続 ) 

4. 保険給付に関する 事務 

(1) 現物給付の審査・ 支払 ( 国 

保連 に委託 ) 

(2) 市町村特別給付 

5. 事業者及 び 施設に関する 事務 

( 都道府県事務 ) 

6, 保健福祉事業に 関する事務 

7. 市町村介護保険事業計画の 策 

定に係る事務 

8, 会計等に関する 事務 

0  費用の負担 

9. 条例，規則等に 関する事務 

0  介護保険に固有の 条例の 

制定等 

主な市町村事務 ( 続 ) 

4. 保険給付に関する 事務 

(1) 新予防給付の 実施 

米 平成 1 8 年 4 月実施を原則とするが、 地域支援センタ 一 

の体制が整わない 等の市町村においては、 平成 1 Q 年度末 

までの 2 年間で、 条例で定める 日から施行 

(2) 現物給付の審査，支払 ( 国保連に委託 ) 

0  地域密着型介護サービス 費 、 特定入所者介護サー 

ビス費の支給等、 給付対象サービスの 種類の追加、 

改正 

(3) 市町村特別給付 

5. 事業者及び施設に 関する事務 

(1) 地域密着型サービス、 介護予防支援 ( 介護予防マネ 、 

、 ジメント ) 等に対する指定・ 指導監督 

(2) 事業者への立入権 限等の付与 

(3) 都道府県知事が 介護保険施設等の 指定等を行 う 際 

の意見提出 

6. 地域支援事業及 び 保健福祉事業に 関する事務 

0  地域支援事業として、 介護予防事業、 包括的支援事 

業その他の事業を 実施 

0  地域包括支援センタ 一の設置に関する 事務の実施 

7. 市町村介護保険事業計画の 策定に係る事務 

0  認知 症 対応型共同生活介護等に 係る必要利用定員 

総数、 地域支援事業等に 関する事項の 追加 

8. 会計等に関する 事務 

0  費用の負担 

9. 条例・規則等に 関する事務 

0  介護保険に固有の 条例の制定等 

米 市町村が認定調査の 実施等その事務の 一部を「指定市 

町村事務受託法人」に 委託できる制度を 創設 
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0  現行制度 

主な都道府県事務 

「． 市町村支援に 関する事務 

Ⅰ ) 保険者支援 

(2) 介護認定審査会の 共同設置等の 支援 

(3) 都道府県介護保険事業支援計画の 策 

定及び市町村介護保険事業計画作成に 

対する助言 

(4) 介護保険審査会の 設置，運営 

2. 事業者・施設指導に 関する事務 

(1) 事業者・施設の 指定、 指導監督等 

3. 介護支援専門員の 登録等に関わる 事務 

(1) 介護支援専門員の 登録の管理 

(2) 介護支援専門員登録証明書の 交付に 

関する事務 

(3) 介護支援専門員の 試験及 び 研修の実 

施 ( 指定法人に委託が 可能 ) 

0 制度見直し後   

主な都道府県事務 

「，市町村支援に 関わる事務 

Ⅰ ) 保険者支援 

(2) 介護認定審査会の 共同設置等の 支援 

(3) 都道府県介護保険事業支援計画の 策 

定 及 び 市町村介護保険事業計画作成に 

対する助言 

(4) 介護保険審査会の 設置・運営 

2. 事業者・施設指導等に 関わる事務 

(1) 介護予防サービスを 含め、 事業者・施 

設の指定、 指導監督等 

(2) 指定更新の事務 

・ (3) 市町村が行 う 地域密着型特定施設 入 

店者生活介護の 指定に際しての 助言・勧 

告等 

(4) 指定市町村事務受託法人の 指定に関 

する事務 

  3. 介護サービス 情報の公表の 事務 
  

(1) 介護サービス 事業者の調査及 び その 

結果の公表 ( 指定法人に委託が 可能 ) 

(2) 介護サービス 情報の公表に 関する事 

業者に対する 指導・監督 

4. 介護支援専門員の 登録等に関わる 事務 

  (1) 介護支援専門員の 登録の管理 

(2) 介護支援専門員証の 交付に関する 事 

務 

(3) 登録更新の事務 

(4) 介護支援専門員の 試験及 び 研修の実 

施 ( 指定法人に委託が 可能 ) 

(5) 更新研修の実施 ( 指定法人に委託が 可 

B 且 」 」 ) 
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主な都道府県事務 ( 続 ) 
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5. 都道府県介護保険事業支援計画の 策定に 

係る事務 

6. その他の事務 

(1) 国保連の指導監督 

主な都道府県事務 ( 続 ) 

5, 財政支援に関わる 事務 

(1) 費用の負担等 

(2) 財政安定化基金の 設置・運営 

6. 都道府県介護保険事業支援計画の 策定に 

係る事務 

0  介護サービス 情報の公表等に 関する 

事項の追加 

7. その他の事務 

(1) 国保連の指導監督 

米 国保連の役職員に 守秘義務を規定 
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Ⅰ ， 

( 来今国会に提出した 介護保険法 等 の一部を改正する 法律案の概要 ) 

・ 住所地特例対象の 見直し 
(1) 養護老人ホーム 

[ 現状 ] 

0  老人福祉法に 基づき養護老人ホームヘ 入所措置がとられた 者につい 

ては、 養護老人ホームの 所在地にかかわらず、 措置市町村が 措置費を 

負担することとしているが、 施設所在地の 市町村の行 う 介護保険の被 

保険者とされているため、 居住地の市町村以覚の 場所の養護老人ホー 

ムに入所措置がとられた 者にとっては、 保険者となる 市町村と、 措置 

費を負担する 市町村が異なることとなる。 

0  更に、 当該者が要介護状態となり 養護老人ホームから 過 所 し 、 介護 

保険施設に入所することにより 住所を変更した 場合、 それまでは措置 

市町村等が措置費用を 負担していたにもかかわらず、 当該施設から 介 

護 保険施設入所後の 介護費用に関しては 住所地特例により 当該施設所 

在市町村の負担となっている。   
; ( 例 ) 以下のような 場合，現行では 養護老人ホームに 入所した際、 B 町の被 保 ; 

; 陳者となる。 しかしながら A 町の措置で入所していた 者が日町の養護老人 ホ ; 

i 一ム を過 所後、 C 町の介護保険施設に 入所することにより、 B 町が退 所 後の i 

      介護給付まで 行うこととなっている。 

(A  町 ) ( B 町 ) (C  田丁 ) 

居所 自宅 づ 養護老人ホーム づ 介護老人福祉施設 

住所 自宅 づ 養護老人ホーム づ 介護老人福祉施設 

保険者 A 町 づ B 町 - づ 巳町 

措置 費 A  町 づ A 町   
[ 見直し等 ] 

0  今般の見直しにおいて、 養護老人ホームに 入所している 要支援・ 要 

介護の者は、 外部から介護保険サービスを 利用できるように 見直す予 

定であ るが、 その際の介護 費 m は、 措置を行った 市町村が負担するこ 

とが適当であ る。 また、 養護老人ホーム 所在地の市町村が、 当該施設 

入所者の退前後の 介護費用を負担することは、 適切な費用負担の 関係 

から問題があ る。 

0  このため、 他市町村にあ る養護老人ホームに 入所措置がとられたた 

め、 当該養護老人ホームの 所在する場所に 住所を変更したと 認められ 

る被保険者については、 住所変更前の 市町村が行 う 介護保険の被保険 

者 とすることとし、 養護老人ホームに 住所地特例を 適用する。 

(2) 介護専用型特定施設のうち、 入居定員が 3 0 人以上のもの 
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0  特定施設入所者生活介護はサービス 量が急増しているが、 他市町村か 

ら転入してサービスを 利用する者が 相当数あ り、 また特定施設には 大 

規模なものもあ るため、 施設所在地の 市町村の保険財政に 影響が生じ 

ている。 

[ 見直し等 ] 

0  介護専用型特定施設のうち、 入居定員が 3 0 人以上のものについては、 

他 市町村からの 転入による給付費の 増について施設所在市町村の 財政 

影響を考慮する 必要があ るため、 住所地特例を 適用することとする。 

0  なお、 介護専用型特定施設は、 要介護者のみではなく、 その配偶者等 

も入居する場合があ るが、 こうした保険財政に 影響を与えない 者につ 

いては、 住所地特例を 適用しない。 

(3) 特別養護老人ホーム 

[ 現状 ] 

0  今般の見直しにおいて、 入所定員が 2 9 人以下の特別養護老人ホーム 

( 「地域密着型介護老人福祉施設」 ) にて行われる 介護は、 地域密着型 

サービスに分類されることになるが、 当該サービスについては、 市町 

村 が事業者を指定する 等により、 自 市町村のサービス 量を調整するこ 

とが可能となることから、 給付費について 他市町村が負担することと 

なる住所地特例を 適用することは 適当ではない。 

[ 見直し等 ] 

O のため、 地域密着型介護老人福祉施設については、 住所地特例を 適 

用 しないこととする。 ( その他の地域密着型サービスについても 同様の 

理由により住所地特例の 対象としない。 ) 

米 改正後の「介護老人福祉施設」は 定義規定により 入所定員 3 0 人 

以上であ るものとしており、 規定上「介護老人福祉施設」の 文言は 

変わらない。 

、   酎 
0  住所地特例の 対象施設の見直しに 伴い、 附則において 以下の経過 措 

置を講じるものとする。 

・ 見直し後の住所地特例の 規定は、 施行日 ( 平成 18 年 4 月 ] 日 ) 以 

後に住所地特例対象施設に 入所等をする 者に対し適用する。 

  施行日において 現に養護老人ホームに 入所している 者は、 施行日 

以後は入所措置を 行った市町村が 行う介護保険の 被保険者とする。 

  今般の改正により 小規模 ( 入所定員が 2 9 人以下 ) の介護老人 福 

祉 施設については、 住所地特例の 対象から外れることとなるが、 施 

行日において 現に当該施設に 入所している 者は、 引き続き入所前の 

市町村の行う 介護保険の被保険者とする。 
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保険者機能の 強化等 
    

( 来 今国会に提出した 介護保険法 等 の一部を改正する 法律案の概要 ) 

l. l サービス面への 関与   
(1)  地域密着型サービスに 対する指定・ 指導監督等 

(2)  都道府県の事業者指定に 当たっての意見提出 

0  都道府県知事は、 介護保険施設、 特定施設入居者生活介護その 他の居宅 サ 

一 ビスの指定等をしょうとするときは、 関係市町村長に 対し相当の期間を 指 

定して、 関係市町村の 介護保険事業計画との 調整を図る見地からの 意見を求 

めることとする。 

2.   保険者による 給付等のチェックの 描出 

(1) 事業者への立入権 限等の付与 
0  市町村長は事業者に 対し 

の報告・帳 簿書類の提出を 命じ、 

②出頭を求め、 

③当該職員の 関係者に対して 質問させ、 

④事業所に立ち 入り、 その設備又は 帳 簿書類その他の 物件を検査させるこ 

とができる。 

(2)  指定散 消 要件に該当した 事業者の都道府県への 通知 

0  市町村は、 指定事業者について ，指定散 消 要件等に該当すると 認めるとき 

は 、 その旨を都道府県知事に 通知する。 

3. 保険者事務の 外部委託に関する 規定の整 伺 
(1)  趣旨 

0  介護保険業務に 精通し、 公正な立場で 事業実施できる 公益的法人 ( 「両町 

村 事務受託法人」 ) に認定調査などの 保険者事務の 一部を委託できる よう 、 

当該法人の役職員の 守秘義務等の 規定を整備する。 

(2)  指定市町村事務受託法人の 概要 

0  保険者事務を 適正に実施することができると 認められる法人を 都道府県 

が指定し、 市町村が当該法人に 事務を委託。 

0  具体的な事務としては、 

①認定調査 ( 新規、 更新等 ) 

②サービス担当者に 対する文書その 他の物件の提出の 求め等 

0  守秘義務規定、 公務員みなし 規定、 公示規定、 守秘義務違反の 罰則を規定。 
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  旧 措置入所者に 係る利用者負担軽減措置について 
  

l. l 新たな申請・ 認定行為の必要性について l 

今国会に提出している「介護保険法施行法の 一部を改正する 法 

律案 」が可決、 施行された場合の 取扱いは、 以下のとおりであ る。 

要介護 旧 措置入所者は、 平成 17 年 4 月 ] 日 以後も利用者負担の 
軽減措置の適用を 受けることとなるが ，平成 17 年 4 月 1 日 以後に 

経過措置の適用を 受けるために 新たに特定標準負担軽減額認定等 
の申請を行 う 必要はない。 

なお、 平成 17 年 3 月末での経過措置終了を 見込み、 認定証の有 

効期限を平成 17 年 3 月末としている 市町村においては、 例年通り 

現在交付している 認定証を平成 17 年 5 月末まで有効なものとして 

取扱って差し 支えない。 
その際、 当該市町村においては、 介護老人福祉施設や 減免認定を 

受けている被保険者など 関係者に対して 十分に周知されたい。 
( 上記内容にっき、 別途通知を発出の 予定 ) 

2. l 居住 費 ・食費の見直しによる 影響にっ い Ⅱ 

今国会に提出している「介護保険法 等 の一部を改正する 法律案」 

においては、 平成 17 年 10 月より、 施設給付等にかかる 居住 費 ・ 食 

費の見直しを 行 う こととしている。 
当該見直しが 行われた場合でも、 l 日措置入所者については、 新た 

に創設する補足給付の 額の特例を設け、 要介護 旧 措置入所者が 負担 

する 1 割 負担、 食費、 居住費の合計額が 引き続き介護保険法施行双 
の費用徴収額を 上回らないよう 負担軽減を図ることを 予定してい 
る 。 
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1. 制度改革に伴 い 都道府県・市町村において 準備が 

必要な事項 

(2) 介護保険関係システムの 変更について 
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Ⅰ 制度改革に伴 い 都道府県・市町村において 準備が必要な 事項 

(2) 介護保険関係システムの 変更について 

介護保険関係システムに 対し、 改正内容を反映させるための 改修を行い、 改正 

後の制度運営を 適正かっ円滑に 実施する必要があ る。 

介護保険制度においては、 事務の効率化を 図るため、 国が様式や事務フローを 

提示した上で、 指定事業者の 管理、 被保険者の管理、 介護報酬の審査支払業務な 

ど 、 事務の電子化が 図られているところであ り、 見直し内容の 詳細については、 

今後、 法案の審議等、 検討状況に応じて 随時お示しすることとしたい。 

各都道府県におかれては、 システム改修に 要する予算の 確保並びに補助金の 交 

付 等について、 管内市町村等へ 周知を図るとともに、 事業の円滑な 実施に向けて 

特段のご配慮をお 願いしたい。 

0  都道府県及び 市町村 ( 保険者 ) における主な 改 傍 内容は以下のとおり。 

( 都道府県システム ) については、 

都道府県が指定、 台帳 管理を行 う 事業者情報等の 管理システムに 関して、 シス 

テム改修が必要となる。 

具体的には、 

① 介護サービスの 質の向上を図るため、 サービス提供事業者の 指定の更新 

制導入に伴 う 、 指定有効期間等の 管理 

② 悪質な事業者の 排除を図る観点から、 指定に当たっての 欠格要件が見直 

しされることに 伴い、 申請者の取 消 履歴、 役員の取 消 履歴等の情報管理 

③ ケアマネ 、 ジ ャ 一の資質の向上を 図るため、 居宅介護支援専門員の 更新制 

の導入に伴 う 、 居宅介護支援専門員情報 ( 個人識別番号等 ) の管理 

④ 国保連合会が 行 う 介護報酬の審査・ 支払業務の実施に 必要な事業者情報 
の 管理及びデータの 授受 ( インタフェース ) の変更 

等を予定している。 

( 市町村 ( 保険者 ) システム ) については、 

市町村が認定、 台帳 管理を行 う 被保険者情報及び 給付実績情報等の 管理システ 

ムに関して、 システム改修が 必要となる。 

また、 地域の特性に 応じた多様で 柔軟なサービスの 提供を可能とするための 

「地域密着型サービス」の 創設にかかる 対応が新たに 必要となる。 

具体的には、 

① 保険料の設定方法の 見直し ( 新 第 2 段階の創設 ) に伴 う 、 納付管理シス 

テム の改修 

② 特別徴収の対象となる 年金給付の拡大 ( 遺族年金、 障害年金 ) 及び捕捉 

回数の複数化 ( 年 6 回 ) 等に伴い、 被保険者情報等の 管理及び年金保険者 
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への情報提供に 係るシステム 改修 

③ 地域密着型サービスの 創設に伴い、 市町村が指定する 事業者情報の 台帳 

管理 

④ 国保連合会が 行 う 介護報酬の審査・ 支払業務の実施に 必要な受給者情報 

0 管理及びデータの 授受 ( インタフェース ) の変更 

等を予定している。 

0  システム政体経費の 国庫補助額については 以下のとおり。 

[ 配分の目安について ] 

介護保険制度改正に 伴 い 都道府県及び 市町村等 ( 保険者 ) が行 う 介護保険 関 

係 システムの改修経費については、 国として一部補助をおこなうべく、 必要な 

予算の確保を 図ったところであ る。 

国の補助額については、 国保連合会における 審査支払業務に 必要なデータの 

管理及びデータの 提供に必要な 改修経費を基本 ( 保険者等が固有のオプション 

として保有している 独自システムへの 改修経費は含まない。 ) とし、 国の予算 

額を勘案して、 都道府県、 市町村の規模により 概ね次の額を 目安として考えて 

いる。 ただし、 全国の協議状況等を 勘案して、 最終的に補助額を 決める予定で 

あ り、 当該目安で示されている 補助額については、 変更があ り得るので、 あ ら 

かじめご了承願いたい。 

( 都道府県システムの 放任経費 ) については、 

1 都道府県当たり、 事業費べ ー スで 3 4 0 万円を基本とし、 サービス事業所 

数等を勘案し、 最少の都道府県で 約 3 6 0 万円、 最大で 8 0 0 万円程度と見込 

んでいる。 

0 都道府県システム 改修経費 

都道府県の規模の 区分 単 価 国の補助額の 目安 

トヒ 。 ス事業所数 15,000  程度の都道府県 8 O 円 2, 9 0 0 千円 

  10,000   8 O 円 2, 5 0 0 千円 

  5,000   8 O 円 2,  Ⅰ 0 0 千円 

  3,000   8 O 円 1,  9 0 0 千円 

  1,000   8 O 円 1,  8 0 0 千円 

Ⅹ国の補助 き ・ J 合は 1/2 として計算 

1 事業所あ たり単価 (80 円 )) 

( 計算式 ) 
碇鋤 

補助額 二 170 万円 十 ( 肝ヒ 。 ス 事業所数 X 
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( 市町村 ( 保険者 ) システムの改修経費 ) については、 

改正項目の実施時期等を 考慮し、 平成 1 7 年度及び平成 1 8 年度の 2 ケ 年に 

分割して確保することとしている。 

例えば、 特別徴収の事務改善 ( 対象者の捕捉回数の 複数回 化 平成 1 8 年 1 

0 月実施 ) に係る市町村と 年金保険者とのデータ 授受の変更に 伴 う 改修は 、 1 

8 年度において 確保することとしている。 

平成 1 7 年度における 配分の目安としては、 1 市町村等 ( 保険者 ) 当たり、 

事業費べ ー スで 1 0 0 万円を基本とし、 第 1 号被保険者数等を 勘案し、 最少の 

市町村等で 1 0 0 万円、 最大で 670 万円程度と見込んでいる。 

0 市町村等システム 改修経費 

市町村等の規模の 区分 単 価 国の補助額の 目安 

1  号 被保険者が 150,000 人程度の市町村 5 円 1 , 2 5 0 千円 

  80,000  人   7 円 1 , 0 6 0 千円 

  30,000  人   7 円 7 1 0 千円 

  10,000  人   7 円 5 7 0 千円 

  5,000  人   7 円 5 4 0 千円 

  1,000  人   7 円 5 1 0 千円 

国の補助割合は 1/2 として計算 

( 計算式Ⅰ 

( 定額 ) 

補助額 =50 万円 十 Ⅰ 号 被保険者数 X 1 被保険者あ たり単価 (5 ～ 7R)) 

[ 交付方法について ] 

補助金の交付については、 都道府県とりまとめの うえ 、 市町村 ( 保険者 ) か 

らの申請に基づき 交付するものとし、 申請の対象、 申請手続き等については、 

後日、 お知らせすることとします。 

なお、 国庫補助額は 事業費の 1 Ⅰ 2 となり、 実際のシステム 改修に用する 事 

業費が上記の 額ょり低 い 場合はその 額 となります。 
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